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中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業の検討状況は、以下のとおりです。

１‐① 中野駅新北口駅前エリアにおける市街地再開発事業の検討状況

▼施行予定者からの提案「施設計画変更の方向性」

中野のシンボルとなる新たな
文化・芸術等発信拠点の形成

公共公益性の向上に
つながる空間構成

持続可能性を高める
用途構成や機能

◆多目的ホール
  ⇒規模、機能は維持

◆シビックプライドを育む展望施設
  ⇒機能は維持

◆バンケット、子どもの遊び場などが
 面する屋上広場

  ⇒機能は維持

◆歩行者ネットワーク、広場
  ⇒明快な配置を維持

◆出会いの広場
  ⇒ピロティ空間の充実
  ⇒開放性を高める

◆集いの広場やアトリウム空間
  ⇒商業空間を配置、にぎわいの充実

◆建物低層部の商業面積増

◆公共駐輪場は地下に配置

◆バランスの取れた用途構成
  ⇒レジデンスを4割から6割に増やす
     一方、商業空間を充実

・可能な限り、当初提案やこれまでの事業計画（案）の内容を継承
・課題点については、改善を目指す

【問合せ】 まちづくり推進部 中野駅周辺まちづくり課長 小幡 電話番号 ０３-３２２８-8970
企画部 資産管理活用課長 半田 電話番号 03-3228-8814
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１‐② 中野駅新北口駅前エリアにおける市街地再開発事業の検討状況

▼地権者負担への対処

・施行予定者から「施行予定者脱退により生じた遅延及び施行認可申請の取り下げに伴う遅延
により生じた区の実質負担については、施行予定者として責任をもって対応する」との回答
を得た。

▼今後の進め方とスケジュール

・事業計画の見直し方針の取りまとめに向けて、引き続き施行予定者と協議を進める。
・具体的な施設計画の内容については、「事業計画の見直し方針」の中で示す予定。

２０２５年３月 事業計画の見直し方針及び今後のスケジュールの決定

▼「施設計画変更の方向性」の提案に対する区の見解

・施設整備のコンセプトや必要機能は概ね満たされているものと考えている。
・一方で、建物配置や規模が変更となるため、都市計画の変更が必要となる可能性がある。



▼施設計画の変更について

Q1. 用途構成について、これまで昼間４（オフィス）：夜間４（レジデンス）：交流２（商業・
ホテル・ホール等）となっている用途面積割合を、夜間を６割程度とするとのことだが、これ
以上住戸を増やす必要はないのではないか？タワマン化するのではないか？

Ａ. 施行予定者からは、事業の成立を目指すために、夜間人口（居住者等）の割合を変更する一方、
多目的ホールや展望施設、バンケット、屋上広場を新たに整備するほか、区民をはじめ多くの
方々が利用できる商業空間をより充実させることで、交流人口を増やしたい、にぎわいをつくり
たい旨の提案を受けております。
これは、中野サンプラザのＤＮＡを継承するという区の考えにあてはまるものであり、一般的

に言われる、建物の大部分が住居となる「タワーマンション」とは異なるものと考えています。
区としては、当初提案内容とも比較をしながら、望ましい施設のあり方について検討、精査し

ていきます。

１‐③ 中野駅新北口駅前エリアに係るＱ＆Ａ
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▼施設計画の変更について

Q2. 工事費高騰を課題に事業計画を見直すのであれば、住宅を増やすのではなく、多目的ホール
の収容人数を減らせばいいのではないか？

Ａ. 多目的ホールは、区が設置も運営もしない「民設民営」を条件に、最大収容人数７千人程度
を上限として公募を行いました。
結果として、施行予定者から最大７千人規模のホールの設置、運営とすることで提案を受け、

今回の施設計画の変更にあたっても、規模と機能は維持するとのことです。
区は、本ホールを中心として、中野サンプラザのＤＮＡを継承した中野のシンボルとなる新

たな文化・芸術等発信拠点の形成を図ってまいります。

１‐④ 中野駅新北口駅前エリアに係るＱ＆Ａ
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１‐⑤ 中野駅新北口駅前エリアに係るＱ＆Ａ
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▼中野サンプラザ・中野区役所旧庁舎について

Q3. 中野サンプラザは再利用できないのか？

Ａ. 中野サンプラザの建物については、竣工から５０年以上が経過し施設更新の時期を迎えてお
り、これまでと同様に使用するには、大規模な改修工事が必要となり多額の費用が掛かること
になります。中野サンプラザの大規模修繕は「地方公共団体の財政分析などに関する調査研究
会報告書」を参考に試算すると１００億円以上の費用が掛かります。今のところ再利用する予
定はありません。
中野サンプラザの暫定利用については、市街地再開発事業の事業計画見直し方針や今後のス

ケジュールが判明した後、それに応じて必要となる経費や費用対効果等を総合的に検討し、判
断します。
一方で、中野駅周辺のにぎわいの継続は重要な課題であると認識しており、中野サンプラザ

前の広場等の暫定利用について検討していきます。



１‐⑥ 中野駅新北口駅前エリアに係るＱ＆Ａ
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▼区政への影響について

Q4. 地権者負担としていくらを想定しているのか？また、施行予定者はどのように対応するのか？

Ａ.「施行予定者脱退により生じた遅延及び施行認可申請の取り下げに伴う遅延により生じた区の
実質負担については、施行予定者として責任をもって対応する」との回答を得たところです。
スケジュールの遅延により発生する施設管理費等を地権者負担として想定しておりますが、

金額の詳細については、現在精査中です。
また、具体的な対応については現在調整しています。



２‐① 子どもの意見を反映させた教育活動の推進

８

区立小・中学校では、子どもたちが表明した意見や考え、思いを尊重し、安心して表明できる場
をより増やすための取り組みを実施しています。
今年度より新たに、小学校１校あたり２０万円、中学校１校あたり３０万円の予算を措置し、子

どもたちが企画・提案した行事等を各校で行っています。
現在、取り組みを実施した学校数は、小学校が１９校、中学校が７校です。

【問合せ】 教育委員会事務局 指導室長 井元 電話番号 03-３２２８－5589

▼実施した主な事例（中学校）

･人権に関する講演会を企画（区立明和中学校）
明和中学校の生徒会では、人権活動が盛んに行われており、人権問題に詳しい講師を招いて講演
会を実施することを企画。
生徒会本部役員を中心に、全生徒を対象に実施した人権課題アンケートの結果をもとに、現在、
講師の選定を行っている。



２‐② 子どもの意見を反映させた教育活動の推進
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▲中野第一小学校のコンサートの様子   ▲酒井区長によるキャリア教育の様子

▼実施した主な事例（小学校）

･クリスマスコンサートを実施（区立中野第一小学校）
「あなたの夢をかなえますプロジェクト」と題し、クリスマスコンサートを実施。歌唱の専門家
が、子どもたちのリクエスト曲や子どもたちも参加できる曲などを披露。

･子どもたちが作詞し、楽曲を制作（区立中野本郷小学校）
子どもたちが作詞し、中野を拠点として活躍する作曲家に曲の制作を依頼。作詞にあたって、
区長の話を聞いてみたいという子どもたちからの意見があり、区長によるキャリア教育も実施。



区では、２０１８年２月に「中野区職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針」を策定
し、ハラスメント防止の取組を行ってきました。今後も、ハラスメント防止及び良好な職場環境づ
くりをより一層推進していきます。

【問合せ】 総務部 職員課長 中村 電話番号 0３-３２２８-8８９２

３ ハラスメント防止に向けた取組

１０

▼これまでの取組
 ■ ２０１８年２月「中野区職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針」策定
 ■ 全管理職向け研修や昇任者（管理職・係長職）向け研修の実施
 ■ ハラスメント相談員や苦情処理委員会等相談体制の充実
 ■ 実態を把握するためのアンケートを実施（２０２３年度、２０２４年度）
  ※２０２４年度の調査結果は別添のとおり

▼新たな取組
 ■「中野区職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針」の改訂
 【主な内容】
  ・職員に限らず特別職もハラスメントの行為者となり得ることを明記
・パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメントのほか、個人の人格や尊厳を傷つけ、
精神的・身体的苦痛を与える言動もハラスメントとなることを明記

・職員の責務として、ハラスメントの事実を記録することに努めることを明記
 ■ ハラスメントに関する全庁アンケートの継続的な実施
 ■ 特別職を含む全管理職によるハラスメントＺＥＲＯ宣言の実施
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４ 子育て部分休暇の導入

１2

子を養育する職員の仕事と育児の両立・調和をより一層推進するため、子育て部分休暇を導入し
ます。

【問合せ】 総務部 職員課長 中村 電話番号 0３-３２２８-８８９２

▼目的 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間の補完

▼開始時期 ２０２５年４月１日

▼子育て部分休暇を取得できる職員
一般職職員（部分休業ができない職員を除く）

▼子育て部分休暇の対象となる子
地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間の翌日（常勤職員の場合は小学校の始期、
非常勤職員の場合は満３歳）から、満１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある当該
職員の子。
なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者または障害児で
ある子については、満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までとする。

▼取得単位
正規の勤務時間の始めまたは終わりに、１日２時間を超えない範囲内で３０分を単位とする。

▼給与上の取扱い
勤務しない時間の給与は減額する。
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